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◎重点地域
重点時間帯
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市道：とうかえで通り（松戸市常盤平２－１０交差点付近から同市常盤平柳町２６交差点付近の間）

市道：いちょう通り（北部市場交差点付近から殿内交差点付近の間）

主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸線（松戸市小金原２－１６交差点付近から笹塚交差点付近の間）

路　　線（区間）
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市道：さくら通り（新京成五香駅前から松戸市常盤平５－４交差点付近の間）

市道：えんじゅ通り（新京成五香駅前から松戸市常盤平５－１６交差点付近の間）

市道：あめりかふう通り（松戸市小金原１－３４交差点付近から同７－５交差点付近の間）

駐車監視員活動ガイドライン

市道（松戸市小金４３３交差点付近から国道６号北小金駅入口交差点付近の間）

市道：さくら通り（松戸市常盤平２丁目しょうぶ公園交差点付近から同３－６交差点付近の間）

市道（新京成常盤平駅前から松戸市常盤平３－１１交差点付近の間）

市道（新京成常盤平駅前から松戸市常盤平１－１６交差点付近の間)

※赤字表示は、新たに指定したもののほか、路線の延長、地域の拡大及び時間の変更を行ったものです。

路　　線（区間）

市道（平賀橋南側付近から小金交番交差点付近の間）

市道（小金交番交差点付近から松戸市小金４３３交差点付近の間）

市道：常盤平第一小学校南側通り（松戸市常盤平６－２２交差点から常盤平第一小学校南側交差点付近の間）

市道：（松戸市小金原６－１０小金原公園前交差点から同市小金原９－２５栗ヶ沢中学校前交差点付近の間）

主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸線（松戸市根木内２３５交差点付近から同市根木内３４８交差点付近の間）

市道：えんじゅゆりのき通り（松戸市常盤平１－１交差点付近から同５－１６交差点付近の間）

市道：さくら通り（松戸市常盤平３－６交差点付近から同５－４交差点付近の間）

市道：はなみずき通り（松戸市常盤平柳町２７交差点付近から同市常盤平西窪町２交差点付近の間）

市道：さくら通り（松戸東警察署交差点付近から笹塚交差点付近の間）

市道：さくら通り（松戸市小金原８－８交差点付近から同市小金原５－２３交差点付近の間）

市道：けやき通り（松戸市常盤平３－１１交差点付近から同７－２４交差点付近の間）

市道（松戸市常盤平６－２８交差点付近から同３－２５交差点付近の間）

市道：けやき通り（松戸市二ツ木３３９交差点付近から同市八ヶ崎４－４８交差点付近の間）

市道：にせあかしあ通り（松戸市小金原７－１７交差点付近から同市小金原５交差点付近の間）

市道：たいわんふう通り（松戸市小金原団地入口交差点付近から同市小金原４－１６交差点付近の間）

市道：（松戸市小金原６－６－３松戸北郵便局交差点から同市小金原６－１１－５松正酒店前交差点付近の間）

市道：（松戸市小金原１－２５ユーカリ交通公園前交差点から同市小金原４－３６－１１久保下交差点付近の間）

市道：さくら通り（松戸市小金原３－１４前交差点付近から同市小金原１－１ハイホーム松戸前交差点付近の間）

◎最重点地域

地　　域

地 　域

新京成電鉄五香駅周辺（松戸市常盤平５丁目の一部）

常盤平第一小学校周辺（松戸市常盤平７丁目の一部）

ＪＲ北小金駅周辺（松戸市小金きよしヶ丘の一部，同市小金の一部）

新京成電鉄常盤平駅周辺（松戸市常盤平２．３丁目の一部）

県道白井流山線：（松戸市東平賀７－１交差点から同市殿平賀２１１－３０交差点付近までの間）

市道：（松戸市八ヶ崎１－１０交差点付近から同市八ヶ崎１－３１交差点付近の間）

市道：（松戸市八ヶ崎２－８交差点付近から同市八ヶ崎２－９交差点付近の間）

市道：（松戸市小金原６－１０交差点付近から同市小金原６－１１交差点付近の間）

市道：（松戸市小金原６－９交差点付近から同市小金原６－８交差点付近の間）

　駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、駐車車両（放置駐車）の確認
や確認標章の取付けなどの仕事を行う人のことであり、法律上の資格が必要とされています。（交通
（反則）切符を作成したり、金銭を徴収したりすることはありません。）
　本ガイドラインは、このような駐車監視員の活動方針を定めるものです。

活
動
方
針 　駐車監視員は、下記の路線、地域、時間帯を重点に巡回し、放置車両の確認等を実施します。

重
点
路
線

重
点
地
域

千葉県松戸東警察署



凡例  
重点路線

重点地域

松戸東警察署管内の駐車監視員活動ガイドライン

最重点路線

最重点地域

常盤平駅

五香駅

新京成電鉄

松戸東
警察署

小金原団地

ＪＲ北小金駅


